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            主     文 

原略式命令中、科料刑をもって被告人を処断すべきもの

とした部分を破棄する。 

            理     由 

 所沢簡易裁判所は、被告人に対する性的姿態等撮影未遂被告事件（同裁判所令和

７年（い）第Ａ１６７号）について、令和７年８月２２日、性的姿態等撮影未遂１

件の事実を認定した上、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録され

た性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律（以下「性的姿態撮影

等処罰法」という。）２条２項、１項１号イ、同法附則２条、刑法１８条、刑訴法

３４８条を適用して、「被告人を科料４０万円に処する。この科料を完納すること

ができないときは、金５０００円を１日に換算した期間（端数を生じたときは、そ

れを１日に換算する。）被告人を労役場に留置する。この科料に相当する金額を仮

に納付することを命ずる。」との略式命令を発付し、同命令は、同年９月１０日に

確定した。 

 性的姿態撮影等処罰法２条２項、１項、同法附則２条によれば、性的姿態等撮影

未遂罪に対する法定刑は、３年以下の懲役又は３００万円以下の罰金であって、科

料刑の定めはないのであり、原略式命令は、法定刑にない科料刑をもって被告人を

処断すべきものとした点で、法令に違反していることが明らかである。本件非常上

告は理由がある。なお、原略式命令は、科料の額を４０万円と定め、労役場留置の

期間を定めるに当たり１日の換算金額を５０００円と定めた点においても違法であ

るが、これらは、科料刑をもって被告人を処断すべきものとした上記法令違反に伴

って生じたものにとどまる。 

令和７年（さ）第１号 性的姿態等撮影未遂被告事件に係る略式命令に対する非

常上告事件 

令和８年７月１０日 第二小法廷判決 
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 刑訴法４５８条１号ただし書を適用すべきか否かについて検討する。同号ただし

書にいう「原判決が被告人のため不利益であるとき」とは、原判決の認定した事実

に正しい法令を適用して新たに言い渡すべき判決が、原判決より利益なことが法律

上明白である場合をいうものと解すべきである（最高裁昭和２６年（さ）第５号同

年１２月２１日第二小法廷判決・刑集５巻１３号２６０７頁参照）。そして、本件

において新たに言い渡すべき判決は、原略式命令の科した刑などを考慮すると、被

告人を罰金４０万円に処し、この罰金を完納することができないときは、金５００

０円を１日に換算した期間被告人を労役場に留置するとするのが相当であるとこ

ろ、罰金刑と科料刑とでは科料刑の方が軽く、原略式命令の刑は上記罰金刑の場合

と比較して不利益となるものではないから、同号ただし書を適用すべきではない。 

 よって、刑訴法４５８条１号本文により、原略式命令中、科料刑をもって被告人

を処断すべきものとした部分を破棄することとし、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり判決する。 
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